
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険からお知らせ
（保険税（料）が年金から天引きの方）

〔お問い合わせ先〕
 国民健康保険税　税務課　☎２２-３１１６
 介護保険料　健康福祉課　☎２２-３１１５
 後期高齢者医療保険料　町民環境課　☎２２-３１１７

　平成29年度の保険税（料）は、町民税の課税状況が確定し
た後の７月に決定します。このため、４月・６月・８月につ
いては仮徴収として、平成 29 年２月に徴収した金額の同額
を年金から天引きさせていただきます。

　10 月・12 月・２月は、確定した年間
保険税（料）から仮徴収分を差し引い
た額を３回に分けて天引きさせていた
だきます。
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国
保
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
平
成
29
年
度
の
保
険
証
の
色
は
、

・
一
般
被
保
険
者
の
方
⬇ 

緑
色

・
退
職
被
保
険
者
の
方
⬇ 

青
色

で
す
。
新
し
い
保
険
証
は
、
３
月
末

ま
で
に
世
帯
主
あ
て
に
お
送
り
し
ま

す
の
で
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
有
効
期
限
が
過
ぎ
た
保
険
証
は
、

各
自
で
処
分
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
四
万
十
町
国
保
で
は
、
特
別
な
事

由
に
よ
り
、
医
療
機
関
等
で
支
払
う

一
部
負
担
金
の
支
払
い
が
一
時
的
に

困
難
に
な
っ
た
場
合
に
、
一
部
負
担

金
の
減
免
ま
た
は
徴
収
猶
予
で
き
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

　
次
の
事
由
に
該
当
さ
れ
る
場
合

は
、
必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

【
特
別
な
事
由
】

①
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
災
害
に
よ
り
資
産

に
重
大
な
損
害
を
受
け
た
者

②
干
ば
つ
、
冷
害
、
凍
霜
害
等
に
よ

る
農
作
物
の
不
作
、
不
漁
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
理
由
に
よ
り
収

入
が
減
少
し
た
者

③
事
業
又
は
業
務
の
休
廃
止
、
失
業

等
に
よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
者

【
減
免
条
件
】

・
特
別
な
事
由
①
に
該
当
す
る
と
き

　
資
産
の
損
害
割
合
が
10
分
の
３
以

上
で
あ
り
、
世
帯
の
前
年
度
の
合
計

所
得
金
額
が
1
千
万
円
以
下
で
あ
る

こ
と
。

・
特
別
な
事
由
②
に
該
当
す
る
と
き

　
収
入
見
込
額
が
平
年
の
収
入
に
比

べ
て
減
少
が
見
込
ま
れ
、
か
つ
、
療

養
期
間
に
お
け
る
平
均
実
収
入
月
額

が
一
部
負
担
金
平
均
月
額
と
基
準
生

活
費
（
※
）
の
合
計
よ
り
少
な
い
と

見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
預
貯
金
が
生
活
保
護
基
準

の
３
か
月
以
下
で
あ
る
こ
と
。

・
特
別
な
事
由
③
に
該
当
す
る
と
き

　
療
養
期
間
中
の
収
入
見
込
額
が
療

養
開
始
直
前
の
６
月
に
お
け
る
収
入

に
比
べ
て
減
少
が
見
込
ま
れ
、
か

つ
、
療
養
期
間
に
お
け
る
平
均
実
収

入
月
額
が
一
部
負
担
金
平
均
月
額
と

基
準
生
活
費
（
※
）
の
合
計
よ
り
少

な
い
と
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

　
ま
た
、
預
貯
金
が
生
活
保
護
基
準

額
の
３
か
月
以
下
で
あ
る
こ
と
。

　
ま
た
、
す
べ
て
の
事
由
に
お
い

て
、
保
険
金
な
ど
に
よ
り
損
害
の
補

填
等
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
分
を
控
除
し
て
減
額
及
び
免
除
率

を
決
定
し
ま
す
。

（
※
）
基
準
生
活
費

生
活
保
護
基
準
額
の
1
0
0
分
の

1
1
0

〔
お
問
い
合
わ
せ
先
〕

 

町
民
環
境
課
　
☎
２
２-

３
１
１
７

一部
負
担
金
の

減
免
制
度
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

が
更
新
さ
れ
ま
す

・
国
保
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
申
請
書（
役
場
に
あ
り
ま
す
）

・
医
師
の
意
見
書
等

・
通
知
カ
ー
ド
若
し
く
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
の

確
認
で
き
る
も
の
）

・
特
別
な
事
由
が
わ
か
る
も
の

後
期
高
齢
者
医
療
の

お
知
ら
せ

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
の

有
効
期
限
は
、
７
月
31
日
ま
で
で

す
。

　
国
民
健
康
保
険
と
は
有
効
期
限
が
異

な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
の

　納
付
に
つ
い
て

　
平
成
29
年
度
の
保
険
料
は
、
７
月

に
決
定
し
ま
す
。

　
現
在
、
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替

で
納
付
い
た
だ
い
て
い
る
方
の
う

ち
、
４
月
か
ら
特
別
徴
収
に
変
更
と

な
る
方
に
は
、
個
別
に
通
知
い
た
し

ま
す
。

◆
納
付
方
法
を
口
座
振
替
に

　変
更
で
き
ま
す

・
納
付
書
払
い
の
方

　
金
融
機
関
に
通
帳
と
届
出
印
を
ご

持
参
の
う
え
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。

・
特
別
徴
収
の
方

　
金
融
機
関
で
口
座
振
替
の
手
続
き

を
さ
れ
た
あ
と
、
町
役
場
に
納
付
方

法
変
更
の
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

必要書類

 パソコンで動画を見ていたら、突然警告音が鳴り出し、止まらなく
なった。パニック状態になり、画面に出ていた「対策をする」と
いう表示のあった電話番号に連絡してしまった。
電話の相手が、１万円ほど払えば音を消してくれると言うので、仕方

なくお願いし、クレジットカード番号を教えた。相手の指示に従いパソ
コンを操作した後、遠隔操作により警告音と画面は消えたが、不審である。（60歳代　男性）

ウェブサイト閲覧中の
ニセの警告音にだまされないで！

見守り
新鮮情報

●パソコンでサイトの閲覧中に、突然、警告音が鳴り出し、「ウイルスに感染した」等という警告表
示が表れたまま消えず、画面上の電話番号に連絡させるように仕向ける事例が報告されています。
音や画面表示が出ても、とにかく慌てず、落ち着くことが大切です。

●画面の連絡先に電話をすると、「警告音や画面を消すため」とウイルス対策ソフト等をインストー
ルさせられ、料金を請求されることがあります。決して画面の連絡先に、電話をしてはいけませ
ん。

●警告音や画面を消す方法は、独立行政法人情報処
理推進機構（ＩＰＡ）のホームページが参考にな
ります。
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information

四万十町通信一平成29年3月号四万十町通信一平成29年3月号

お知らせ


